大山町社会福祉協議会自家用マイクロバス使用要綱

（目的）
第1条 この要綱は、大山町社会福祉協議会所有の自家用マイクロバス（以下「マイ
クロバス」という。）の使用及び保管・管理及び運行の適正を図ることを目的とす
る。

（保管及び管理）
第2条 車輌は、常に道路運送法及びこれに基づく車輌保安基準に適合する整備管
理の状態を保ち、その保管・管理・使用については、次の各項を遵守しなければ
ならない。
　２　車輌は、所定の位置に保管し、車輌管理者は常に盗難・火災・毀損などの被害にかかることのないよう留意しなければならない。
　３　車輌管理者は、会長が指名する。

（使用範囲及び許可）
第3条 車輌は、原則として大山町社会福祉協議会の諸活動における公用業務及び
次に掲げる場合で会長の承認を得て許可することができる。
（１）大山町社会福祉協議会に関係のある福祉団体から願い出のあったとき。
（２）町からの願い出があったとき。

（使用の手続き）
第4条 前条各項により、使用許可を受けようとするものは、使用の２週間前までに
（別紙様式）マイクロバス使用申請書（以下「申請書」という）により申請し、
許可を受けなければならない。

（運転手及び経費負担）
第5条 マイクロバスの運転は、社協職員または社協の指定運転手に限る。
　２　指定運転手の報酬は社協で負担する。社協以外で使用した場合は使用後燃料
を満タンにし、道路通行料、駐車料金等は使用者がその経費を負担する。

（運行等の範囲）
第6条 第３条の使用者がマイクロバスを使用する際は次の通りとする。
　２　運行は就業時間内の９：００～１７：００を原則とする。ただし、大会等へ
の参加で特別な場合は、８：３０～１７：３０の範囲内での運行を許可するこ
とができる。
　３　使用範囲は鳥取県内、島根県安来市内、松江市内とし、申請書以外の運行は
認めない。
　４　使用できるのは視察、研修目的等の使用とする。
　５　使用の乗車人数は１５名以上２８名以内で申請書以外の乗車は認めない。
　６　マイクロバス内の飲食はできない。
　７　単位老人クラブの視察・研修利用については、原則として1年に1回を使
用許可の対象とする。
　８　学校、クラブ活動等の使用は認めない。

（転貸の禁止及び損害賠償）
第7条 車輌使用許可を受けたものは、これを第三者に転貸してはならない。
　２　前項の使用者の過失により万一事故の発生したときは、直ちに管理者に報告し、これらによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、会長が諸般の事情を勘案し、特に必要があると認めたときは、大山町社会福祉協議会の加入の保険にて補填することができる。

（法令の遵守）
第8条 車輌を使用運転するものは、常に道路交通法及びこれに基づく他の法令を遵守し、車輌の安全に留意し、事故防止のため最善の努力を払わなければならない。



　附則
　　この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。
　　この改正要綱は、平成２３年６月１日から施行する。
　　この改正要綱は、令和４年１月１日から施行する。
　　この改正要綱は、令和６年７月１日から施行する。
　　この改正要綱は、令和７年９月１日から施行する。













（別紙様式）
大山町社会福祉協議会マイクロバス使用申請書

社会福祉法人大山町社会福祉協議会
　会長　　山本　尚三　様

マイクロバスの使用について、下記の通り申請いたします。

記

	申請日
	令和　　　年　　　月　　　日　（　　　）

	申請者住所
	西伯郡大山町

	申請団体名
氏名
	団体名
	
	氏名
	

	電話番号
	

	事業名
	
	使用予定人数
	人

	使用日時
	令和　　　年　　　月　　　日（　　　）　　　　：　　　　～　　　　：

	使用目的と
効果
	（どのような効果が期待できるのか具体的にご記入ください）

	
	







	行程
	・乗車及び降車時間、停車場所、行先住所をご記入ください
（※行先住所が、「鳥取県、島根県安来市、松江市」以外は運行対象外です）
・９：００～１７：００の運行が原則です。
（※大会等への参加で特別な場合は、８：３０～１７：３０の範囲内での運行を許可することがあります）

	
	








	燃料代
請求先
	（どちらかに〇をしてください）
・申請者欄と同じ　　・それ以外（　　　　　　　　　）



使用予定人員名簿
	No
	氏名
	住所
	乗車場所

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	

	20
	
	
	

	21
	
	
	

	22
	
	
	

	23
	
	
	

	24
	
	
	

	25
	
	
	

	26
	
	
	

	27
	
	
	

	28
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